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  平成２８年９月１４日

東日本高速道路株式会社

東北支社山形管理事務所

国土交通省東北地方整備局

山形河川国道事務所

記 

１．通行規制箇所   山形自動車道 月山ＩＣ（別添資料１） 

①工事期間中、山形自動車道から国道１１２号鶴岡方面へご利用

のお客さまは、一時停止をお願いします。

※一時停止は最大１０分程度となります。

②工事期間中、国道１１２号鶴岡方面から山形自動車道山形方面

への入口が閉鎖している時は、迂回路を利用して月山ＩＣに流

入をお願いします。

※ 迂回路は（別添資料１）を参照ください。

２．通行規制期間   平成２８年９月２６日（月）～１０月３１日（月）までのうち 

約１２日間（土・日・祝日を除く） 

※上記②については、上記の約１２日間のうち４日間程度

３．通行規制時間   ８：３０～１８：００ 

４．工事内容    山形自動車道と接続する国道１１２号の舗装修繕工事を行います。 

山形自動車道（月山ＩＣ） 

通行規制（一時停止及び入口閉鎖）の実施について

国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所（山形県山形市）とＮＥＸＣＯ 

東日本東北支社山形管理事務所（山形県山形市）は、山形自動車道月山インター 

チェンジ（ＩＣ）において山形自動車道と接続する国道１１２号の舗装修繕工事の

ため、下記のとおり通行規制（一時停止及び入口閉鎖）を実施します。 

高速道路をご利用のお客さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を 

お願いします。 



５．情報提供    天候が悪化もしくは悪化のおそれがある場合など、通行規制の実 

  施判断は、実施当日の８時に行いますので、下記にお問い合わせく 

 ださい。 

  国土交通省 山形河川国道事務所 寒河江国道維持出張所 

０２３７－８４－３１９０ 

  ＮＥＸＣＯ東日本お客さまセンター 

０５７０－０２４－０２４ 

０３－５３３８－７５２４（ＰＨＳ、ＩＰ電話のお客さま） 

  公益社団法人 日本道路交通情報センター 

０５０－３３６９－６６０６（山形情報） 



（別添資料１）

期   間：平成２８年９月２６日（月）～１０月３１日（月）
土・日・祝日を除く ８：３０～１８：００

通行規制：山形自動車道 月山ＩＣ
①の規制…上記期間のうち１２日間程度
②の規制…①の規制期間（１２日間程度）のうち

４日間程度

②鶴岡方面から山形自動車道  山形方面へ向かう入口

が閉鎖している時は、国道１１２号から県道２７号を利用
して（図矢印）、山形方面へ通行できます。

①工事期間中、山形自動車道から国道１１２号
鶴岡方面へは『一時停止』をお願いします。
※一時停止は最大10分程度。
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